
墓所使用料及管理料

適用

A区 1.0坪あたり 2,500,000

旧B区 1.0坪あたり 2,200,000

C区 1.0坪あたり 2,200,000

F区 1.0坪あたり 2,200,000

G区 1.0坪あたり 2,200,000

3区 1.0坪あたり 1,800,000

4区 1.0坪あたり 1,400,000

5区 1.0坪あたり 1,800,000

6区 1.0坪あたり 1,800,000

7区 1.0坪あたり 1,800,000

9区 1.0坪あたり 2,000,000

10区 1.0坪あたり 2,000,000

15区 1.0坪あたり 1,500,000

16区 1.0坪あたり 1,500,000

17区 1.0坪あたり 1,800,000

18区 1.0坪あたり 2,000,000

年間管理料（税別） 1聖地 2聖地 3聖地

2年度分 18,000 25,200 32,400

1年度分 9,000 12,600 16,200 23,400

46,800 56,400 82,800

4聖地 5聖地 6聖地

28,200 41,400

令和8年4月現在

墓所使用料名称 呼び名

墓所使用料

地区名

＊面積は墓前の通路一部負担を含む。

＊管理上、原則許可書発行後1年以内に石材による外柵の建墓工事を行って下さい。

＊墓所使用料に消費税はかかりません。

＊管理料は初回2年度分前納していただきます。次回よりは1年度分前納となります。（単位：円）

（注）当霊園使用規定を遵守して下さい。

墓所の販売に関するお問い合わせは 電話 042-558-3399

東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14   電話 03-3511-8245



墓所使用料及管理料

＊6ヶ月以内に建墓して下さい。

950,000

850,000

850,000

750,000

31区 4号 650,000

32区 5号 1,000,000

36区 6号 3,000,000

900,000

750,000

650,000

840,000

720,000

735,000

630,000

700,000

600,000

1,140,000

1,020,000

997,000

892,000

950,000

850,000

墓所使用料 令和8年4月現在

特選墓所地区

地区名 名称 呼び名 向き 適用 墓所使用料

1区9号

手前 1聖地 1.4 ㎡
東

西

奥 1聖地 1.4 ㎡
東

西

1聖地 1.75 ㎡

1聖地 1.3 ㎡ 2列19ﾉ1番～21ﾉ2番、24ﾉ1番～36ﾉ2番

37区 3Ａ号 1聖地 1.15 ㎡
東

14列（最前列）

2列、4列、6列、8列、10列、12列

西 1列、3列、5列、7列、9列、11列、13列

5列、7列、9列、11列

2聖地 1.5 坪

㎡

東 16列（最前列）

西 15列（最前列）

東 14列

西

※37区3A号　上記角地は5万円増し

1.4

3聖地 4聖地

1聖地

37区 4号

1聖地 1.0 ㎡
西 13列

東 2列、4列、6列、8列、10列、12列

西 1列、3列、5列、7列、9列、11列

東 16列（最前列）

西 15列（最前列）

東 14列

13列

東 6列、8列、10列、12列

西

※37区4号　上記角地は5％増し

82,8002年度分 18,000 25,200 32,400 46,800 56,400

5聖地 6聖地

1年度分 9,000 12,600 16,200 23,400 28,200 41,400

年間管理料（税別） 1聖地 2聖地

＊墓所使用料に消費税はかかりません。

＊管理料は初回2年度分前納していただきます。次回よりは1年度分前納となります。（単位：円）

（注）当霊園使用規定を遵守して下さい。

墓所の販売に関するお問い合わせは 電話 042-558-3399

東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14   電話 03-3511-8245

管理事務所 〒197-0801 東京都あきる野市菅生716      電話 042-558-7731



墓所使用料及管理料

1,100,000

1,700,000

1,300,000

2,000,000

32区 5号 2,000,000

1,400,000

2,100,000

2,800,000

4号 4,000,000

1,100,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2,500,000

36区 5号 4,000,000

1,800,000

2,700,000

3,600,000

52区 800,000

墓所使用料 令和8年4月現在

普通地区

地区名 名称 呼び名 向き 適用

30区 2号 1聖地
1.75 ㎡ 2列20ﾉ1番～43番

1.0

墓所使用料

26区 1号 1聖地
1.68 ㎡

1.0 坪

坪

1聖地 1.0 坪

35区
2,3号

1聖地 1.0 坪

3聖地 2.0 坪

3聖地 2.0 坪

2聖地 1.5 坪

西

2.0 ㎡
36区 1～4号

1聖地

1.6 ㎡
東

1.0 坪

37区 3号

1聖地 1.0 坪

1.2 坪 1号18列

2聖地 1.5 坪 1号19列（最前列）

2聖地 1.5 坪

3聖地 2.0

2聖地 3聖地 4聖地 5聖地

坪

3聖地 2.0 坪

1聖地 1.5 ㎡

82,8002年度分 18,000 25,200 32,400 46,800 56,400

6聖地

1年度分 9,000 12,600 16,200 23,400 28,200 41,400

年間管理料（税別） 1聖地

＊面積は墓前の通路一部負担を含む。

＊管理上、原則許可書発行後1年以内に石材による外柵の建墓工事を行って下さい。

＊墓所使用料に消費税はかかりません。

＊管理料は初回2年度分前納していただきます。次回よりは1年度分前納となります。（単位：円）

（注）当霊園使用規定を遵守して下さい。

墓所の販売に関するお問い合わせは 電話 042-558-3399

東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14   電話 03-3511-8245

管理事務所 〒197-0801 東京都あきる野市菅生716      電話 042-558-7731



墓所使用料及管理料

3号 2,500,000
4号 1,900,000
5号 1,700,000
6号 1,000,000

1,800,000
2,400,000

坪 3,700,000
1,700,000
2,200,000

坪 3,500,000

1,100,000
1,300,000

1号 ㎡ 1,200,000
1,000,000
1,100,000
1,000,000
1,200,000

1,800,000
1,575,000
1,500,000
2,376,000
2,079,000
1,980,000

2,534,400

2,217,600

2,112,000

1,920,000

1,680,000

1,600,000

600,000

850,000

800,000

750,000

650,000

950,000

35～65番 900,000

墓所使用料 令和8年4月現在

特別地区

地区名 名称 呼び名 向き 適用

坪
2聖地 1.5 1列（最前列）

墓所使用料

11区

2号
1聖地

2.0 ㎡
1.0

2聖地 1.5 1列（最前列）

33区 4号 1聖地 1.2 ㎡

3号
1聖地

2.0 ㎡
1.0 坪

東
1列
2列

34区

1聖地 1.3

2号

1.2 ㎡ 3列（最前列）

1聖地
1.2 ㎡
1.2 ㎡ 3列（最前列）

36区 特別号
1聖地

2.0 ㎡

※角地は5％増し

3号 1聖地
1.2 ㎡

3～11列

㎡ 東

東
14列（最前列）
13列
1～12列

2.64 ㎡ 東
14列（最前列）
13列
7～12列

82,8002年度分 18,000 25,200 32,400 46,800 56,400

6聖地

1年度分 9,000 12,600 16,200 23,400 28,200 41,400

年間管理料（税別） 1聖地 2聖地 3聖地 4聖地 5聖地

5号

1聖地

特B号 2.0 ㎡ 東

1列（最前列）

特A号

37区 1聖地

2.64

東

2～29番

32～87番

90～117番

2～33番

2列

3～15列

北/南

1列（最前列）

2列

B区 1聖地

1.0 坪
2.0 ㎡

※冥加金込み

1.2 ㎡

37区

6号

2.0 ㎡

2.0

0.65 ㎡

㎡ 東

0.65 ㎡ 南

2.0 ㎡

＊面積は墓前の通路一部負担を含む。

＊管理上、原則許可書発行後1年以内に石材による外柵の建墓工事を行って下さい。

＊墓所使用料に消費税はかかりません。

＊管理料は初回2年度分前納していただきます。次回よりは1年度分前納となります。（単位：円）

（注）当霊園使用規定を遵守して下さい。

墓所の販売に関するお問い合わせは 電話 042-558-3399

東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14   電話 03-3511-8245

管理事務所 〒197-0801 東京都あきる野市菅生716      電話 042-558-7731



墓所使用料及管理料

1,400,000
1,700,000
1,900,000

1,100,000
1,300,000
1,450,000
1,750,000
1,900,000
1,900,000
2,300,000
2,500,000
2,700,000
3,000,000

1号 3,300,000
1,360,000
1,440,000
1,600,000

墓所使用料

墓所使用料 令和8年4月現在

特別地区

地区名 名称 呼び名 向き 適用

1.0 坪
1列（最前列）

㎡
60区 1聖地

2.0

西 6列、8列、10列、12列、14列、16列2番～
東 5列、7列、9列、11列、13列、15列、17列2番～

2.0 ㎡
西 4列2番～24番
東 3列2番～24番

1.5 ㎡

南 3列～17列の各列1番のみ

2.62 ㎡
西 2列12番～22番

東
2列2番～11番
1列2番～22番（最前列）

南
2列1番

※角地は5％増し 1列1番（最前列）

63区

2聖地 1.5 坪

62区
1聖地

3.06 ㎡

2号 1聖地
1.7 ㎡
1.8 ㎡
2.0 ㎡

82,8002年度分 18,000 25,200 32,400 46,800 56,400

6聖地

1年度分 9,000 12,600 16,200 23,400 28,200 41,400

年間管理料（税別） 1聖地 2聖地 3聖地 4聖地 5聖地

＊面積は墓前の通路一部負担を含む。

＊管理上、原則許可書発行後1年以内に石材による外柵の建墓工事を行って下さい。

＊墓所使用料に消費税はかかりません。

＊管理料は初回2年度分前納していただきます。次回よりは1年度分前納となります。（単位：円）

（注）当霊園使用規定を遵守して下さい。

墓所の販売に関するお問い合わせは 電話 042-558-3399

東京事務所 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-14   電話 03-3511-8245

管理事務所 〒197-0801 東京都あきる野市菅生716      電話 042-558-7731


